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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光を受光することで熱媒を加熱する集熱装置と、
　前記集熱装置にて加熱された熱媒を導入して蓄熱する蓄熱槽と、
　前記蓄熱槽から前記集熱装置を経て再度前記蓄熱槽に熱媒を循環させるポンプと、
　前記集熱装置にて加熱された熱媒の温度を検出する複数の第１温度センサと、
　前記蓄熱槽内の蓄熱温度を検出する第２温度センサと、
　前記複数の第１温度センサにより検出された熱媒の温度それぞれと前記第２温度センサ
により検出された蓄熱温度との差温の平均値が第１所定値以上となった場合に前記ポンプ
を運転させ、前記平均値が前記第１所定値よりも低い第２所定値以下となった場合に前記
ポンプを停止させる制御手段と、を備え、
　前記集熱装置は、太陽光を受光することで熱媒を加熱する１又は複数の集熱器によりそ
れぞれが構成された複数の集熱器群を有し、
　前記複数の第１温度センサは、前記複数の集熱器群のうち２以上の集熱器群に対して設
けられ、
　前記制御手段は、前記ポンプの停止中において前記平均値が前記第１所定値以上でなく
、且つ、前記差温のうち一部が前記第１所定値以上となる場合に前記ポンプを所定時間運
転させる
　ことを特徴とする蓄熱システム。
【請求項２】
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　前記制御手段は、前記複数の第１温度センサのうちの１つにより検出された熱媒の温度
と、前記１つを除く他の第１温度センサにより検出された熱媒の温度の平均値とが規定値
以上の差を有する場合、当該１つの第１温度センサ又は当該１つの第１温度センサが設け
られた集熱器群について、異常状態であると判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の蓄熱システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽熱利用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽熱集熱装置に対して熱媒を供給し、太陽光の受光によって加熱された熱媒を
利用して蓄熱槽の冷水を加熱し、加熱により得られた温水を家庭内等に供給する太陽熱利
用システムが提案されている（特許文献１，２参照）。
【０００３】
　このような太陽熱利用システムは、熱媒をポンプの駆動により循環させている。ポンプ
は、太陽熱集熱装置における熱媒温度と蓄熱槽における蓄熱温度の差温が第１所定値以上
となった場合に運転が開始し、第１所定値よりも低い第２所定値以下となった場合に運転
が停止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－２１３７６３号公報
【特許文献２】特開昭６３－２０７９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記太陽熱利用システムでは、太陽熱集熱装置からの熱媒温度を正確に計測することが
肝要となる。しかし、従来の太陽熱利用システムにおいて、ポンプ停止中における太陽熱
集熱装置の熱媒温度は温度センサの取り付け位置によって異なって検出されてしまう傾向
がある。特に、太陽熱集熱装置内において集熱器からの熱媒を蓄熱槽側に供給する為の戻
り配管に温度センサを設置した場合には、取付場所によって熱媒の検出温度に差が生じや
すい傾向がある。
【０００６】
　なお、熱媒温度は戻り配管に温度センサを設置した場合のみに異なって検出されてしま
うのではなく、太陽熱集熱装置の集熱部の汚れなど、種々の要因によって異なって検出さ
れてしまうものである。
【０００７】
　そして、熱媒温度が低くなる箇所に温度センサが取り付けられていた場合には、上記差
温が第１所定値以上になり難く、熱媒の本来の温度からすると差温は第１所定値以上にな
っているにも拘わらず、ポンプが運転せずに集熱効率の低下を招いてしまうことがある。
【０００８】
　なお、上記の問題は、蓄熱槽に蓄えられた温水を家庭内等に供給する太陽熱利用システ
ムに限らず、蓄熱槽に蓄熱された熱媒や熱を他の機器の運転等に利用する太陽熱利用シス
テムにおいても共通する問題である。
【０００９】
　本発明はこのような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とする
ところは、集熱効率の向上を図ることが可能な太陽熱利用システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明の太陽熱利用システムは、太陽光を受光することで熱媒を加熱する集熱装置と、
前記集熱装置にて加熱された熱媒を導入して蓄熱する蓄熱槽と、前記蓄熱槽から前記集熱
装置を経て再度前記蓄熱槽に熱媒を循環させるポンプと、前記集熱装置にて加熱された熱
媒の温度を検出する複数の第１温度センサと、前記蓄熱槽内の蓄熱温度を検出する第２温
度センサと、前記複数の第１温度センサにより検出された熱媒の温度それぞれと前記第２
温度センサにより検出された蓄熱温度との差温の平均値が第１所定値以上となった場合に
前記ポンプを運転させ、前記平均値が前記第１所定値よりも低い第２所定値以下となった
場合に前記ポンプを停止させる制御手段と、を備え、前記集熱装置は、太陽光を受光する
ことで熱媒を加熱する１又は複数の集熱器によりそれぞれが構成された複数の集熱器群を
有し、前記複数の第１温度センサは、前記複数の集熱器群のうち２以上の集熱器群に対し
て設けられ、前記制御手段は、前記ポンプの停止中において前記平均値が前記第１所定値
以上でなく、且つ、前記差温のうち一部が前記第１所定値以上となる場合に前記ポンプを
所定時間運転させることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の太陽熱利用システムによれば、複数の第１温度センサにより検出された熱媒の
温度それぞれと第２温度センサにより検出された蓄熱温度との差温のうち、一部が第１所
定値以上となる場合にポンプを所定時間運転させる。このため、熱媒はポンプの運転によ
って撹拌されることとなる。これにより、たとえポンプ停止状態において集熱装置内の熱
媒温度に差があったとしても、撹拌によって集熱装置内の熱媒温度は平均化することとな
り、第１温度センサの取付位置が影響して本来ならば集熱できるにも拘わらず集熱しない
といった事態の発生頻度を抑えることができる。従って、集熱効率の向上を図ることがで
きる。
【００１２】
　また、本発明の太陽熱利用システムにおいて、前記制御手段は、前記複数の第１温度セ
ンサのうちの１つにより検出された熱媒の温度と、前記１つを除く他の第１温度センサに
より検出された熱媒の温度の平均値とが規定値以上の差を有する場合、当該１つの第１温
度センサ又は当該１つの第１温度センサが設けられた集熱器群について、異常状態である
と判断することが好ましい。
【００１３】
　この太陽熱利用システムによれば、１つの第１温度センサにより検出された熱媒の温度
と他の第１温度センサにより検出された熱媒の温度の平均値とが規定値以上の差を有する
場合、当該１つの第１温度センサ又は当該１つの第１温度センサが設けられた集熱器群に
ついて、異常状態であると判断する。ここで、平均値に対して規定値以上の差を有する場
合とは、センサ故障、集熱装置のパネル表面における汚れ、流路の詰まりなどが挙げられ
る。また、集熱器が真空管式のものである場合には、真空管の破損が挙げられる。よって
、このような検出値を示した場合に、異常状態であると判断することができる。
【００１４】
　なお、上記において平均値とは、平均値そのものに限らず、平均値をさらに演算して得
られた値、すなわち平均値を由来とする値を含む概念である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、集熱効率の向上を図ることが可能な太陽熱利用システムを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る蓄熱システムの概略構成図である。
【図２】図１に示した太陽熱集熱装置の詳細を示す構成図である。
【図３】本実施形態に係る制御盤によるポンプ制御を示す図である。
【図４】本実施形態に係る蓄熱システムの制御方法を示すフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の実施形態
に係る蓄熱システムの概略構成図である。図１に示すように、本実施形態に係る蓄熱シス
テム１は、太陽熱を利用して蓄熱を行うものであって、太陽熱集熱装置（集熱装置）１１
と、蓄熱槽１２と、集熱流路１３と、集熱ポンプ（ポンプ）１４とを備えている。
【００１８】
　太陽熱集熱装置１１は、太陽光を受光することで熱媒を加熱するものであって、例えば
屋根の上などの太陽光を受光し易く且つ傾斜を有する位置に設置されるものである。なお
、熱媒は、水、不凍液、及びプロピレングリコール水溶液などが用いられる。
【００１９】
　蓄熱槽１２は、太陽熱集熱装置１１にて加熱された熱媒を導入して蓄熱するものである
。この蓄熱槽１２は、熱媒を内部に貯めるタンクである。また、蓄熱槽１２は、導入した
熱媒の熱を蓄熱材により蓄熱するものであってもよい。この蓄熱槽１２は、熱を利用して
運転等する熱利用機器（例えば吸収式冷温水機）に接続されており、蓄熱槽１２に蓄熱さ
れた熱は熱利用機器にて利用される。
【００２０】
　なお、蓄熱槽１２が蓄熱材により蓄熱するものである場合、蓄熱材料は、例えば水酸化
マグネシウムが用いられるが特にこれに限られるものではない。さらに、熱媒が水であり
、蓄熱槽１２が水を内部に貯めるタンクである場合、蓄熱槽１２はいわゆる貯湯槽として
機能し、家庭等に湯水が供給されるようになっていてもよい。加えて、蓄熱槽１２は熱交
換機を備えるタイプのものであってもよい。
【００２１】
　集熱流路１３は、蓄熱槽１２から太陽熱集熱装置１１を経て再度蓄熱槽１２に熱媒を循
環させる配管である。このうち、蓄熱槽１２から太陽熱集熱装置１１に向かう流路を第１
集熱流路１３ａと称し、太陽熱集熱装置１１から蓄熱槽１２に向かう流路を第２集熱流路
１３ｂと称する。
【００２２】
　集熱ポンプ１４は、集熱流路１３のうち第１集熱流路１３ａに設けられており、蓄熱槽
１２から太陽熱集熱装置１１を経て再度蓄熱槽１２に熱媒を循環させる動力源となるもの
である。
【００２３】
　さらに、本実施形態において蓄熱システム１は、複数の集熱装置温度センサ（複数の第
１温度センサ）１５と、蓄熱槽温度センサ（第２温度センサ）１６と、制御盤（制御手段
）１７とを備えている。
【００２４】
　複数の集熱装置温度センサ１５は、太陽熱集熱装置１１にて加熱された熱媒の温度を検
出するものであって、熱媒温度に応じた信号を制御盤１７に送信するものである。蓄熱槽
温度センサ１６は、蓄熱槽１２内の熱媒の温度（蓄熱槽１２の蓄熱温度）を検出するもの
であって、熱媒温度に応じた信号を制御盤１７に送信するものである。
【００２５】
　制御盤１７は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を備え、ＣＰＵにより蓄熱システ
ム１の全体を制御するものである。特に本実施形態において制御盤１７は、複数の集熱装
置温度センサ１５により検出された熱媒の温度と蓄熱槽温度センサ１６により検出された
蓄熱温度とに基づいて、集熱ポンプ１４を制御する。
【００２６】
　図２は、図１に示した太陽熱集熱装置１１の詳細を示す構成図である。図２に示すよう
に、太陽熱集熱装置１１は、いわゆるリバースリターン方式の集熱装置であって、複数（
３つ）の集熱器群１１ａ～１１ｃを備えている。
【００２７】
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　複数の集熱器群１１ａ～１１ｃは、互いに熱媒を並列に導入して加熱するものであって
、太陽光を受光することで熱媒を加熱する複数（５つ）の集熱器１１ａ１～１１ａ５，１
１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１～１１ｃ５によりそれぞれが構成されている。
【００２８】
　より詳細に説明すると、太陽熱集熱装置１１は、集熱器群１１ａ～１１ｃに加えて、往
き配管１１ｄ、分岐往き配管１１ｅ１～１１ｅ３、還り配管１１ｆ、及び還り分岐配管１
１ｇ１～１１ｇ３を備えている。
【００２９】
　往き配管１１ｄは蓄熱槽１２からの熱媒を導入するものである。分岐往き配管１１ｅ１
～１１ｅ３は、一端が往き配管１１ｄに接続されて、往き配管１１ｄからの熱媒を各集熱
器群１１ａ～１１ｃに液送するための配管である。
【００３０】
　詳細に第１分岐往き配管１１ｅ１は一端が往き配管１１ｄに接続され、他端が第１集熱
器群１１ａに接続されている。また、第２分岐往き配管１１ｅ２は一端が往き配管１１ｄ
に接続され、他端が第２集熱器群１１ｂに接続されると共に、第１分岐往き配管１１ｅ１
と並列に接続されている。第３分岐往き配管１１ｅ３は一端が往き配管１１ｄに接続され
、他端が第３集熱器群１１ｃに接続されると共に、第１及び第２分岐往き配管１１ｅ１，
１１ｅ２と並列に接続されている。
【００３１】
　さらに、第１分岐往き配管１１ｅ１の一端は、往き配管１１ｄのうち、他の分岐往き配
管１１ｅ２，１１ｅ３よりも、手前側（すなわち集熱ポンプ１４及び蓄熱槽１２に近い側
）に接続されている。第３分岐往き配管１１ｅ３の一端は、往き配管１１ｄの端部に接続
されており、第２分岐往き配管１１ｅ２の一端は、往き配管１１ｄのうち、中間地点（す
なわち第１分岐往き配管１１ｅ１及び往き配管１１ｄの接続点と、第３分岐往き配管１１
ｅ３及び往き配管１１ｄの接続点との間）に接続されている。
【００３２】
　また、第１集熱器群１１ａが複数（５つ）の集熱器１１ａ１～１１ａ５を備えているこ
とから、第１分岐往き配管１１ｅ１は、それぞれの集熱器１１ａ１～１１ａ５に熱媒を並
列的に供給するように他端側が複数本（５本）に分岐している。第２及び第３集熱器群１
１ｂ，１１ｃについても、それぞれ複数（５つ）の集熱器１１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１
～１１ｃ５を備えていることから、第２及び第３分岐往き配管１１ｅ２，１１ｅ３は、そ
れぞれの集熱器１１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１～１１ｃ５に熱媒を並列的に供給するよう
に他端側が複数本（５本）に分岐している。
【００３３】
　還り配管１１ｆは、加熱された熱媒を蓄熱槽１２側に排出するものである。分岐還り配
管１１ｇ１～１１ｇ３は、他端が還り配管１１ｆに接続されて、各集熱器群１１ａ～１１
ｃからの熱媒を還り配管１１ｆに液送するための配管である。
【００３４】
　詳細に第１分岐還り配管１１ｇ１は一端が第１集熱器群１１ａに接続され、他端が還り
配管１１ｆに接続されている。また、第２分岐還り往き配管１１ｇ２は一端が第２集熱器
群１１ｂに接続され、他端が還り配管１１ｆに接続されると共に、第１分岐還り配管１１
ｇ１と並列に接続されている。第３分岐還り往き配管１１ｇ３は一端が第３集熱器群１１
ｃに接続され、他端が還り配管１１ｆに接続されると共に、第１及び第２分岐還り配管１
１ｇ１，１１ｇ２と並列に接続されている。
【００３５】
　さらに、第１分岐還り配管１１ｇ１の他端は、還り配管１１ｆの端部に接続されている
。第３分岐還り配管１１ｇ３の他端は、他の分岐還り配管１１ｇ１，１１ｇ２よりも、手
前側（すなわち蓄熱槽１２に近い側）に接続されている。第２分岐還り配管１１ｇ２の他
端は、還り配管１１ｆのうち、中間地点（すなわち第１分岐還り配管１１ｇ１及び還り配
管１１ｆの接続点と、第３分岐還り配管１１ｇ３及び還り配管１１ｆの接続点との間）に
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接続されている。
【００３６】
　また、第１集熱器群１１ａが複数（５つ）の集熱器１１ａ１～１１ａ５を備えているこ
とから、第１分岐還り配管１１ｇ１は、それぞれの集熱器１１ａ１～１１ａ５から熱媒を
並列的に受け入れるように一端側が複数本（５本）に分岐している。第２及び第３集熱器
群１１ｂ，１１ｃについても、それぞれ複数（５つ）の集熱器１１ｂ１～１１ｂ５，１１
ｃ１～１１ｃ５を備えていることから、第２及び第３分岐還り配管１１ｇ２，１１ｇ３は
、それぞれの集熱器１１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１～１１ｃ５から熱媒を並列的に受け入
れるように一端側が複数本（５本）に分岐している。
【００３７】
　このような構成であるため、複数の集熱器群１１ａ～１１ｃは、互いに熱媒を並列に導
入して加熱することとなる。
【００３８】
　なお、太陽熱集熱装置１１の構成は図２に示したものに限られず、例えばダイレクトリ
ターン方式となるように配管接続されていてもよいし、真空管式の集熱器によって構成さ
れてもよい。特に、太陽熱集熱装置１１が真空管式のものである場合、複数の集熱器１１
ａ１～１１ａ５，１１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１～１１ｃ５は真空管式集熱管によって構
成されることはいうまでもない。
【００３９】
　さらに、複数の集熱器群１１ａ～１１ｃは、集熱器１１ａ１～１１ａ５，１１ｂ１～１
１ｂ５，１１ｃ１～１１ｃ５をそれぞれ複数備えているが、これに限らず、１つだけ備え
る構成であってもよい。
【００４０】
　以上のような太陽熱集熱装置１１において、熱媒温度は集熱温度センサ１５の取り付け
位置によって異なって検出されてしまう傾向がある。さらに、太陽熱集熱装置１１は、集
熱器表面の一部のみが汚れている場合には、集熱温度センサ１５の取り付け位置に拘わら
ず、複数の集熱器群１１ａ～１１ｃで熱媒温度に差が生じてしまうことがある。
【００４１】
　そこで、本実施形態において複数の集熱装置温度センサ１５は、図２に示すように各集
熱器群１１ａ～１１ｃに対して設けられている。具体的に第１集熱装置温度センサ１５ａ
は、第１集熱器群１１ａに対して設けられる第１還り分岐配管１１ｇ１の出口側に設けら
れ、第２集熱装置温度センサ１５ｂは、第２集熱器群１１ｂに対して設けられる第２還り
分岐配管１１ｇ２の出口側に設けられ、第３集熱装置温度センサ１５ｃは、第３集熱器群
１１ｃに対して設けられる第３還り分岐配管１１ｇ３の出口側に設けられている。
【００４２】
　なお、複数の集熱装置温度センサ１５は、各集熱器群１１ａ～１１ｃに対して１つずつ
設ける場合に限らず、各集熱器群１１ａ～１１ｃに対して２つずつなど設けられてもよい
し、集熱器群１１ａ～１１ｃ毎に取り付けられるセンサ数は異なっていてもよい。
【００４３】
　さらに、図２に示す例において、複数の集熱装置温度センサ１５は、全ての集熱器群１
１ａ～１１ｃに対して設けられているが、これに限らず、２以上の集熱器群（例えば第１
及び第２集熱器群１１ａ，１１ｂ）に設けられていればよい。
【００４４】
　加えて、複数の集熱装置温度センサ１５は、それぞれ各集熱器群１１ａ～１１ｃの同位
置に設けられることが好ましい。すなわち、図２に示す例では、複数の集熱装置温度セン
サ１５は、それぞれ還り分岐配管１１ｇ１～１１ｇ３の出口側に設けられており、同位置
に設けられている。このように同位置に設けることにより、後に説明する処理において、
より正確に集熱ポンプ１４の運転を行うことができるからである。
【００４５】
　図３は、本実施形態に係る制御盤１７によるポンプ制御を示す図である。まず、集熱ポ
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ンプ１４が停止しているものとする。この状態において、制御盤１７は、複数の集熱装置
温度センサ１５により検出された熱媒の温度それぞれと、蓄熱層温度センサ１６により検
出された熱媒の温度（蓄熱温度）との差温を算出する。次いで、制御盤１７は、差温の平
均値を算出する。
【００４６】
　そして、平均値がＴ１℃（第１所定値）以上であると判断すると、制御盤１７集熱ポン
プ１４を動作させる。また、集熱ポンプ１４の動作中において、差温がＴ１℃よりも低い
Ｔ２℃（第２所定値）以下であると判断した場合、制御盤１７は集熱ポンプ１４を停止さ
せる。
【００４７】
　以上が制御盤１７によるポンプ制御の基本動作となる。さらに、本実施形態において制
御盤１７は、以下の制御を実行する。
【００４８】
　図４は、本実施形態に係る蓄熱システム１の制御方法を示すフローチャートである。な
お、図４に示す処理は、蓄熱システム１が停止するまで、繰り返し実行される。
【００４９】
　まず、集熱ポンプ１４が停止しているとする。この状態において、図４に示すように制
御盤１７は、差温の平均値を算出して、平均値がＴ１℃以上であるかを判断する（Ｓ１）
。平均値がＴ１℃以上であると判断した場合（Ｓ１：ＹＥＳ）、制御盤１７は、集熱ポン
プ１４の運転を開始させる（Ｓ２）。
【００５０】
　次いで、制御盤１７は、複数の集熱装置温度センサ１５それぞれの検出温度を参照し、
複数の第１温度センサ１５のうちの１つにより検出された熱媒の温度と、１つを除く他の
第１温度センサ１５により検出された熱媒の温度の平均値とが規定値以上の差を有するか
を判断する（Ｓ３）。より詳細には制御盤１７は、第１集熱装置温度センサ１５ａの検出
温度と、第２及び第３集熱装置温度センサ１５ｂ，１５ｃの検出温度との差が規定値以上
の差を有するかを判断し、次いで、第２集熱装置温度センサ１５ｂの検出温度と、第１及
び第３集熱装置温度センサ１５ａ，１５ｃの検出温度との差が規定値以上の差を有するか
を判断し、次に、第３集熱装置温度センサ１５ｃの検出温度と、第１及び第２集熱装置温
度センサ１５ａ，１５ｂの検出温度との差が規定値以上の差を有するかを判断する。規定
値以上の差を有する集熱装置温度センサ１５がないと判断した場合（Ｓ３：ＮＯ）、処理
はステップＳ５に移行する。
【００５１】
　一方、規定値以上の差を有する集熱装置温度センサ１５があると判断した場合（Ｓ３：
ＹＥＳ）、制御盤１７は、規定値以上の差を有する集熱装置温度センサ１５又は当該セン
サ１５が設けられる集熱器群１１ａ～１１ｃについて異常状態であると判断し、その旨の
表示や音声を出力する（Ｓ４）。ここでの異常は、例えば、規定値以上の差を有する集熱
装置温度センサ１５の故障、太陽熱集熱装置１１の集熱器表面における汚れ、流路の詰ま
りなどが挙げられる。また、集熱器１１ａ１～１１ａ５，１１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１
～１１ｃ５が真空管式集熱器である場合には、真空管の破損が挙げられる。出力後、処理
はステップＳ５に移行する。
【００５２】
　ステップＳ５において、制御盤１７は、差温の平均値を算出して、平均値がＴ２℃以下
であるかを判断する（Ｓ５）。平均値がＴ２℃以下であると判断した場合（Ｓ５：ＹＥＳ
）、制御盤１７は、集熱ポンプ１４の運転を停止させる（Ｓ６）。そして、図４に示す処
理はステップＳ１に移行する。一方、平均値がＴ２℃以下でないと判断した場合（Ｓ５：
ＮＯ）、処理はステップＳ２に移行する。
【００５３】
　ところで、平均値がＴ１℃以上でないと判断した場合（Ｓ１：ＮＯ）、制御盤１７は、
複数の集熱装置温度センサ１５により検出された熱媒の温度それぞれと、蓄熱槽温度セン
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サ１６により検出された熱媒の温度との差温のうち、一部がＴ１℃以上となっているかを
判断する（Ｓ７）。
【００５４】
　全てがＴ１℃以上となっていないと判断した場合（Ｓ７：ＮＯ）、処理はステップＳ１
に移行する。一方、一部がＴ１℃以上となっていると判断した場合（Ｓ７：ＹＥＳ）、制
御盤１７は、集熱ポンプ１４の運転を開始させる（Ｓ８）。これにより、熱媒を撹拌させ
、たとえポンプ停止状態において太陽熱集熱装置１１内の熱媒温度に差があったとしても
、撹拌によって太陽熱集熱装置１１内の熱媒温度は平均化することとなり、集熱装置温度
センサ１５の取付位置が影響してステップＳ２における集熱ポンプ１４の運転が行われな
くなってしまう事態を防止する。
【００５５】
　次いで、制御盤１７は、運転開始からｔ分経過したかを判断する（Ｓ９）。ｔ分経過し
ていないと判断した場合（Ｓ９：ＮＯ）、処理はステップＳ８に移行する。一方、ｔ分経
過したと判断した場合（Ｓ９：ＹＥＳ）、制御盤１７は、熱媒の撹拌が完了したと判断し
、集熱ポンプ１４の運転を停止させる（Ｓ６）。そして、図４に示す処理はステップＳ１
に移行する。
【００５６】
　このようにして、本実施形態に係る蓄熱システム１によれば、複数の集熱装置温度セン
サ１５により検出された熱媒の温度それぞれと蓄熱槽温度センサ１６により検出された蓄
熱温度との差温のうち、一部がＴ１℃以上となる場合に集熱ポンプ１４をｔ分間運転させ
る。このため、熱媒は集熱ポンプ１４の運転によって撹拌されることとなる。これにより
、たとえ集熱ポンプ１４の停止状態において太陽熱集熱装置１１内の熱媒温度に差があっ
たとしても、撹拌によって太陽熱集熱装置１１内の熱媒温度は平均化することとなり、集
熱装置温度センサ１５の取付位置が影響して本来ならば集熱できるにもかかわらず集熱し
ないといった事態の発生頻度を抑えることができる。従って、集熱効率の向上を図ること
ができる。
【００５７】
　また、１つの集熱装置温度センサ１５により検出された熱媒の温度と他の集熱装置温度
センサ１５により検出された熱媒の温度の平均値とが規定値以上の差を有する場合、その
１つの集熱装置温度センサ１５又は当該集熱装置温度センサ１５が設けられた集熱器群１
１ａ～１１ｃについて、異常状態であると判断する。ここで、平均値に対して規定値以上
の差を有する場合とは、センサ故障、太陽熱集熱装置１１の集熱器表面における汚れ、流
路の詰まりなどが挙げられる。また、集熱器１１ａ１～１１ａ５，１１ｂ１～１１ｂ５，
１１ｃ１～１１ｃ５が真空管式集熱器である場合には、真空管の破損が挙げられる。よっ
て、このような検出値を示した場合に、異常状態であると判断することができる。
【００５８】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるもので
はなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を加えてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
１…太陽熱利用システム
１１…太陽熱集熱装置（集熱装置）
１１ａ～１１ｃ…複数の集熱器群
１１ａ１～１１ａ５，１１ｂ１～１１ｂ５，１１ｃ１～１１ｃ５…集熱器
１１ｄ…往き配管
１１ｅ１～１１ｅ３…分岐往き配管
１１ｆ…還り配管
１１ｇ１～１１ｇ３…還り分岐配管
１２…蓄熱槽
１３…集熱流路



(9) JP 6232252 B2 2017.11.15

１４…集熱ポンプ（ポンプ）
１５…複数の集熱装置温度センサ（複数の第１温度センサ）
１６…蓄熱槽温度センサ（第２温度センサ）
１７…制御盤（制御手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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